
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
道
路
の
区
域
決
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）　

一

○
道
路
の
区
域
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

） 　

一

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
保
健
福
祉
課
）　

二

　
　

公　
　

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建　

築　

課
）　

二

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○
白
川
水
系
河
川
整
備
計
画
策
定
に
係
る
公
聴
会
の
開
催　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
河　

川　

課
）　

二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建　

築　

課
）　

四

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
設
立
の
認
証
申
請　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
県
民
生
活
総
室
）　

四

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
届
出
に
対
す
る
意
見　
　
　
　
　
　

（
商
工
政
策
課
）　

四

　
　

登　

載　

依　

頼

○
特
用
林
産
振
興
協
議
会
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
特
用
林
産
振
興
協
議
会
）　

四

○
宇
城
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
の
会
議
の
開
催　
　
　

（
宇
城
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
）　

五

○
鹿
本
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会
の
会
議
の
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
鹿
本
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
）　

五

○
鹿
本
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
の
会
議
の
開
催　
　
　

（　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　

）　

五

○
八
代
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
の
会
議
の
開
催　
　
　

（
八
代
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
）　

六

○
八
代
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会
の
会
議
の
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　

）　

六

○
教
育
行
政
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職
員
の
指
定　
　
　
　
　
　

（
教
育
委
員
会
）　

七

○
熊
本
県
教
育
庁
教
育
企
画
室
設
置
規
程
の
一
部
改
正　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

七

○
熊
本
県
教
育
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
改
正　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
委
員
会
）　

七

○
教
育
委
員
会
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

七

○
熊
本
県
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
）　

八

○
文
化
財
の
指
定
の
解
除　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
委
員
会
）
一
一

○
文
化
財
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
一

○
熊
本
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
一

○
熊
本
県
民
文
化
祭
推
進
委
員
会
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　

（
熊
本
県
民
文
化
祭
推
進
委
員
会
）
一
一

熊
本
県
告
示
第
百
四
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
決
定
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
決
定
す
る
区
間
等

二　

区
域
決
定
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

熊
本
県
告
示
第
百
四
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示

道
路の種

類
一
級

国
道

路

線

名

三
二
四
号

区

域

決

定

す

る

区

間

天
草
郡
有
明
町
大
字
上
津
浦
字
津
々
利

木　
　
　
　

二
三
六
八
番
三
地
先
か
ら

同　
　

所　
　

大
字
須
子
字
大
河
内　

　
　
　
　
　

二
三
三
八
番
一
地
先
ま
で

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

二
二
・
七

　
　

〜

一
七
五
・
〇

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

四
、〇
四
七
・
五
八

備

考

国
道
改



い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

熊
本
県
告
示
第
百
四
十
八
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

【
訪
問
介
護
】

熊
本
県
公
告
第
百
二
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

上
益
城
郡
益
城
町
大
字
田
原
字
居
屋
敷
三
六
三
番
一
六

　
　

四
百
九
十
九
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

上
益
城
郡
益
城
町
大
字
田
原
一
五
四
番
地

　
　

益
城
町
田
原
区　

区
長　

高
橋　

義
信

熊
本
県
公
告
第
百
二
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

上
益
城
郡
嘉
島
町
大
字
上
島
字
南
屋
敷
一
三
二
一
番
・
一
三
二
二
番
合
併

　
　

二
百
九
十
三
・
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

上
益
城
郡
嘉
島
町
大
字
上
島
一
三
一
二
番
地

　
　

野
口　

寛
子

熊
本
県
公
告
第
百
二
十
九
号

　

次
の
河
川
に
係
る
河
川
整
備
計
画
（
原
案
）
を
定
め
た
の
で
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六

十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

公
聴
会
の
日
時
及
び
会
場

　
　
　

熊
本
市
役
所
駐
輪
場
八
階
大
会
議
室
（
熊
本
市
役
所
横
）

（一）

　
　
　

日
時　

平
成
十
四
年
三
月
九
日
（
土
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら

　
　
　

場
所　

熊
本
市
手
取
本
町
一
番
一
号

　
　
　

対
象　

熊
本
市
、
大
津
町
、
菊
陽
町
在
住
の
方

　
　
　

長
陽
村
中
央
公
民
館

（二）
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道
路の種

類
主
要

地
方

道

路

線

名

小

川

泉

線

区

域

変

更

す

る

区

間

八
代
郡
泉
村
大
字
柿
迫
字
ノ
ヘ
ラ

　
　
　
　
　
　

三
五
七
二
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　

三
五
八
七
番
二
地
先
ま
で

前　後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

六
・
〇

　
　

〜

　

一
四
・
〇

一
三
・
〇

　
　

〜

　

三
六
・
四

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

六
四
・
五

六
四
・
〇

備

考

単
道
改

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

指
定
訪
問
介
護
昭
孝
園

熊
本
市
黒
髪
一
丁
目
二
番
三
十
七
号

事　

業　

者　

名

有
限
会
社　

健
康
福
祉
社
ア

フ
テ
ィ
ア
ー
ル

指　

定　

年　

月　

日

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日

公　
　
　
　

告



　
　
　

日
時　

平
成
十
四
年
三
月
十
日
（
日
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら

　
　
　

場
所　

熊
本
県
阿
蘇
郡
長
陽
村
大
字
河
陽
三
五
七
五

　
　
　

対
象　

阿
蘇
町
、
一
の
宮
町
、
西
原
村
、
久
木
野
村
、
長
陽
村
、
白
水
村
、
高
森
町
在
住
の
方

二　

公
述
人
の
資
格
等

　
　

公
述
人
（
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
人
）
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
方
は
、
白
川
の
流
域
（
熊

　

本
市
、
菊
陽
町
、
大
津
町
、
西
原
村
、
阿
蘇
町
、
一
の
宮
町
、
久
木
野
村
、
長
陽
村
、
白
水
村
及
び
高

　

森
町
）
に
住
所
を
有
し
て
い
る
人
（
法
人
を
含
む
。
）
で
す
。

　
　
　

公
述
の
申
出
方
法
及
び
期
限

（一）

　
　
　

公
述
を
希
望
さ
れ
る
人
は
別
記
様
式
の
公
述
申
出
書
に
意
見
を
添
え
て
「
国
土
交
通
省
熊
本
工
事

　
　

事
務
所
調
査
第
一
課
」
に
平
成
十
四
年
三
月
四
日
（
月
）
ま
で
に
必
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
下
さ
い
。

　
　
　

公
述
人
の
選
定

（二）

　
　
　

限
ら
れ
た
時
間
内
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
御
意
見
を
お
聞
き
す
る
た
め
、
公
述
申
出
書
を
提
出
し

　
　

て
い
た
だ
い
た
人
の
う
ち
か
ら
公
述
人
を
選
定
し
、
そ
の
結
果
を
本
人
に
通
知
し
ま
す
。

　
　
　

公
聴
会
の
傍
聴

（三）

　
　
　

公
聴
会
の
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
公
聴
会
の
当
日
直
接
会
場
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。
な
お
、

　
　

満
員
の
場
合
は
入
場
を
お
断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

三　

白
川
水
系
河
川
整
備
計
画
原
案
の
問
合
せ
先
、
閲
覧
場
所
及
び
閲
覧
期
間

　
　
　

問
合
せ
先　

国
土
交
通
省
熊
本
工
事
事
務
所
（
調
査
第
一
課
）
、
立
野
ダ
ム
工
事
事
務
所
（
調
査

（一）

　
　

設
計
課
）
及
び
熊
本
県
土
木
部
河
川
課

　
　
　

閲
覧
場
所

（二）

　
　
　

国
土
交
通
省
熊
本
工
事
事
務
所
（
調
査
第
一
課
、
白
川
出
張
所
、
緑
川
下
流
出
張
所
、
熊
本
維
持

　
　

出
張
所
）
熊
本
県
（
県
庁
土
木
部
河
川
課
、
熊
本
土
木
事
務
所
、
熊
本
農
政
事
務
所
）

　
　
　

大
津
町
役
場
、
阿
蘇
町
役
場
、
白
水
村
役
場
、
熊
本
市
役
所
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
、
東
部
市
民

　
　

セ
ン
タ
ー
、
龍
田
市
民
セ
ン
タ
ー
、
西
部
市
民
セ
ン
タ
ー
、
大
江
市
民
セ
ン
タ
ー
、
秋
津
市
民
セ
ン

　
　

タ
ー
、
幸
田
市
民
セ
ン
タ
ー
、
清
水
市
民
セ
ン
タ
ー
、
託
麻
市
民
セ
ン
タ
ー
、
花
園
市
民
セ
ン
タ
ー
、

　
　

北
部
総
合
支
所
、
飽
田
総
合
支
所
、
河
内
総
合
支
所
、
天
明
総
合
支
所
、
白
川
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

　
　
　

閲
覧
場
所

（三）

　
　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
八
日
（
月
）
か
ら
三
月
四
日
（
月
）
ま
で

　

別
記
様
式
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公　述　申　出　書

　私は、来る３月○日に開催される白川水系河川整備計画の原案に関する公聴会で下記の要旨

の公述をしたいので申し出ます。

平成　　年　　月　　日　

熊本工事事務所長

立野ダム工事事務所長

熊本県知事　　　　　様

　公述申出人　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（郵便番号）

　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○印 （電話番号）

　　　　　　　年齢

　　　　　　　職業

　意見の要旨及び理由（別紙）

注意：１．公述申出書は、Ａ４判（タテ約29.5㎝×ヨコ21㎝）とし横書きのこと。

　　　２．意見の要旨及びその理由は、Ａ４判400字詰原稿用紙１枚に簡潔に記載のこと。



熊
本
県
公
告
第
百
三
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

荒
尾
市
水
野
字
南
大
久
保
九
九
〇
番
八

　
　

四
百
九
十
七
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

玉
名
市
松
木
四
二
番
地
五

　
　

池
田　

健
一

熊
本
県
公
告
第
百
三
十
一
号

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
十
四
年
二
月
六
日

二　

名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
グ
ロ
ー
バ
ル
園
芸
療
法
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

本
田　

洋
志

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

熊
本
県
上
益
城
郡
益
城
町
大
字
平
田
千
八
百
九
十
三
番
地
三

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
、
高
齢
者
、
を
は
じ
め
と
し
た
人
に
対
し
、
大
地
や
緑
と
の
ふ
れ
あ
い
造
園

　

芸
活
動
を
通
じ
て
園
芸
療
法
を
行
い
、
人
々
の
心
の
健
康
を
維
持
し
、
潤
い
の
あ
る
生
活
を
取
り
戻
し
、

　

保
健
又
は
、
社
会
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

熊
本
県
公
告
第
百
三
十
二
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
八
代
市
に

居
住
す
る
者
か
ら
意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

そ
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

ホ
ー
ム
プ
ラ
ザ
ナ
フ
コ
東
八
代
店　

熊
本
県
八
代
市
海
士
江
町
二
七
五
三｜

二

二　

意
見
の
概
要

　
　

廃
棄
物
保
管
庫
の
移
設
を
お
願
い
す
る
。

三　

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

　
　

熊
本
県
商
工
観
光
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
八
代
地
域
振
興
局
振
興
調
整
室

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

熊
本
県
特
用
林
産
振
興
協
議
会
告
示
第
一
号

　

平
成
十
三
年
度
熊
本
県
特
用
林
産
振
興
協
議
会
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
き
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
特
用
林
産
振
興
協
議
会　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

小　

邦　
　
　
　

徹

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
六
日
（
水
）

　
　

午
後
三
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
県
熊
本
市
小
山
町
山
ノ
上
一
、
二
六
二

　
　

熊
本
県
椎
茸
農
業
協
同
組
合　

二
階
会
議
室

三　

議
題

　

１　

熊
本
県
の
特
用
林
産
物
振
興
の
現
況
に
つ
い
て

　

２　

特
用
林
産
振
興
実
施
計
画
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

　

３　

そ
の
他
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四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
氏
名
、
住
所

　
　

を
記
入
し
た
上
で
、
事
務
局
の
指
示
に
従
い
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
特
用
林
産
振
興
協
議
会
事
務
局
（
熊
本
県
林
務
水
産
部
林
業
振
興
課
特
産
樹
芸
係
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜
一
一
一
一　

内
線
五
六
三
九
）

宇
城
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
公
告
第
四
号

　

平
成
十
三
年
度
第
三
回
宇
城
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
城
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
長　

迫　

田　

芳　

生

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
一
日
（
金
）　

午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

場
所

　
　

小
川
町
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
（
下
益
城
郡
小
川
町
大
字
江
頭
八
〇
）

三　

議
題

　

１　

保
健
福
祉
環
境
部
の
平
成
十
三
年
度
事
業
の
進
行
状
況
に
つ
い
て

　

２　

第
四
次
宇
城
地
域
保
健
医
療
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

　

３　

診
療
所
療
養
型
病
床
群
の
設
置
許
可
及
び
使
用
許
可
等
に
つ
い
て

　

４　

任
期
満
了
に
伴
う
宇
城
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
の
委
員
改
選
に
つ
い
て

　

５　

そ
の
他

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
議
場
に
お
い
て
受
付
の
う
え

　
　

事
務
局
の
指
示
に
従
い
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

下
益
城
郡
松
橋
町
久
具
四
〇
〇｜

一

　
　

宇
城
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
事
務
局
（
宇
城
保
健
所
総
務
企
画
課
）

　
　

（
電
話
〇
九
六
四｜

三
二｜

一
一
四
七
）

鹿
本
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会
公
告
第
三
号

　

鹿
本
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鹿
本
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

井　

上　

尊　

文

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
六
日
（
水
）

　
　

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

山
鹿
市
昭
和
町
五
〇
六

　
　

富
士
ホ
テ
ル

三　

議
題

　

１　

鹿
本
地
域
に
お
け
る
救
急
医
療
体
制
の
確
保
に
つ
い
て

　

２　

鹿
本
地
域
健
康
危
機
管
理
体
制
に
つ
い
て

　

３　

そ
の
他

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
受
付
の
上
、
事

　
　

務
局
の
指
示
に
従
い
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
き
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

山
鹿
市
山
鹿
四
六
五｜

二

　
　

鹿
本
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
事
務
局
（
熊
本
県
山
鹿
保
健
所　

総
務
企
画
課
）

　
　

（
電
話
〇
九
六
八｜

四
四｜

四
一
二
一
）

鹿
本
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
公
告
第
四
号

　

鹿
本
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。
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平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鹿
本
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

上　

野　

達　

郎

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
六
日
（
水
）

　
　

午
後
二
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

山
鹿
市
昭
和
町
五
〇
六

　
　

富
士
ホ
テ
ル

三　

議
題

　

１　

平
成
十
三
年
度
第
一
回
救
急
医
療
専
門
部
会
の
開
催
報
告
に
つ
い
て

　

２　

第
三
次
鹿
本
地
域
保
健
医
療
計
画
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

　

３　

第
四
次
鹿
本
地
域
保
健
医
療
計
画
策
定
方
針
に
つ
い
て

　

４　

そ
の
他

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
受
付
の
上
、
事

　
　

務
局
の
指
示
に
従
い
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
き
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

山
鹿
市
山
鹿
四
六
五｜

二

　
　

鹿
本
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
事
務
局
（
熊
本
県
山
鹿
保
健
所　

総
務
企
画
課
）

　
　

（
電
話
〇
九
六
八｜

四
四｜

四
一
二
一
）

八
代
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
公
告
第
一
号

　

八
代
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
代
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会　
　

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
七
日
（
木
）

　
　

午
後
二
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

八
代
市
旭
中
央
通
り
十｜

一

　
　

八
代
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル　

二
階
会
議
室

三　

議
題

　

１　

役
員
改
選

　

２　

八
代
地
域
振
興
局
保
健
福
祉
環
境
部
の
業
務
に
つ
い
て

　

３　

第
３
次
八
代
地
域
保
健
医
療
計
画
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

　

４　

第
４
次
八
代
地
域
保
健
医
療
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

　

５　

救
急
医
療
専
門
部
会
の
報
告
に
つ
い
て

　

６　

そ
の
他

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
受
付
の
う
え
、

　
　

事
務
局
の
指
示
に
従
い
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

八
代
市
西
片
町
一
六
六
〇
番
地

　
　

八
代
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
事
務
局
（
熊
本
県
八
代
保
健
所
総
務
企
画
課
）

　
　

（
電
話
〇
九
六
五｜

三
三｜

三
一
一
一
）

八
代
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会
公
告
第
二
号

　

八
代
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
代
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

古　

閑　
　
　

臻

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
七
日
（
木
）

　
　

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

八
代
市
旭
中
央
通
り
十｜

一

　
　

八
代
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル

三　

議
題

　

１　

八
代
地
域
病
院
群
輪
番
制
病
院
の
平
成
十
四
年
度
実
施
計
画
に
つ
い
て
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２　

そ
の
他

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
受
付
の
う
え
、

　
　

事
務
局
の
指
示
に
従
い
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

八
代
市
西
片
町
一
六
六
〇
番
地

　
　

八
代
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会
事
務
局（
熊
本
県
八
代
保
健
所
総
務
企
画
課
）

　
　

（
電
話
〇
九
六
五｜

三
三｜

三
一
一
一
）

熊
本
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
九
条

第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
熊
本
県
教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
教
育
行
政
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る

事
務
を
行
う
職
員
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

　

熊
本
県
教
育
庁
総
務
企
画
課
教
育
企
画
室
職
員
及
び
教
育
事
務
所
庶
務
課
長

熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
課
（
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

機

関

　

熊
本
県
教
育
庁
教
育
企
画
室
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

　
　
　

熊
本
県
教
育
庁
教
育
企
画
室
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
教
育
庁
教
育
企
画
室
設
置
規
程
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
及
び
公
聴
」
を
「
、
公
聴
及
び
教
育
行
政
に
関
す
る
相
談
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
課
（
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

機

関

　

熊
本
県
教
育
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

　
　
　

熊
本
県
教
育
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
教
育
事
務
所
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
庶
務
課
の
項
中
八
を
九
と
し
、
七
の
次
に
次
を
加
え
る
。

　

八　

教
育
行
政
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
教
育
委
員
会
公
告
第
二
号

　

熊
本
県
教
育
委
員
会
の
会
議
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
五
日
（
火
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
庁
行
政
棟
新
館
七
階　

教
育
委
員
会
室

三　

議
題
（
予
定
）

　

１　

熊
本
県
立
高
等
学
校
学
則
及
び
熊
本
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

２　

熊
本
県
立
学
校
管
理
規
則
及
び
熊
本
県
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　
　

改
正
に
つ
い
て

　

３　

熊
本
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

４　

青
年
学
級
の
開
設
及
び
廃
止
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
に
つ
い
て

　

５　

熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則
の
制
定
に
つ
い
て

　

６　

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

７　

そ
の
他
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四　

傍
聴
人
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
受
付
は
、
会
議
当
日
午
後
一
時
か
ら
会
議
の
会
場
前
で
行
い
、
傍
聴
人
受
付
簿
に
住
所
及
び

　
　

氏
名
を
記
入
し
た
傍
聴
希
望
者
に
傍
聴
整
理
券
を
配
付
す
る
。

　

２　

午
後
一
時
二
十
分
に
、
傍
聴
整
理
券
と
引
き
換
え
に
傍
聴
券
を
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
傍
聴
希
望

　
　

者
が
定
員
を
超
え
る
と
き
は
、
午
後
一
時
二
十
分
に
受
付
を
終
了
し
、
抽
選
に
よ
り
傍
聴
人
を
決
定

　
　

す
る
。
傍
聴
希
望
者
が
定
員
に
満
た
な
い
と
き
は
、
定
員
に
達
す
る
ま
で
、
先
着
順
に
受
付
を
行
い

　
　

傍
聴
券
を
交
付
す
る
。

　

３　

傍
聴
人
は
、
係
員
に
傍
聴
券
を
提
示
し
、
そ
の
指
示
に
従
っ
て
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で

　
　

き
る
。

六　

非
公
開
の
案
件

　
　

議
決
に
よ
り
非
公
開
と
さ
れ
た
案
件
は
、
傍
聴
で
き
な
い
。

七　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
企
画
課
総
務
係

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
六
六
一
三
）

　

熊
本
県
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

別
表
第
一
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試
験
の
種
類

職
員
採
用
試

験
（
大
学
卒

業
程
度
）

職　
　
　

種

行
政

警
察
行
政

学
校
事
務

心
理
判
定
員

土
木

建
築

機
械

一
般
土
木

農
業
土
木

職
種
の
対
象
と
な
る
職

　

行
政
以
外
の
職
種
の
対
象
と
な
ら

な
い
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職

　

主
と
し
て
、
警
察
本
部
又
は
警
察

署
に
お
い
て
事
務
に
従
事
す
る
こ
と

を
職
務
と
す
る
職

　

主
と
し
て
、
県
立
学
校
又
は
市
町

村
立
学
校
（
以
下
「
公
立
学
校
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
事
務
に
従
事
す

る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

　

主
と
し
て
、
心
理
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
土
木
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
農
業
土
木
に
関
す
る

知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要

と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職

務
と
す
る
職

　

主
と
し
て
、
建
築
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
機
械
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

試
験
の
程
度
及
び
内
容
等

１　

試
験
の
程
度
は
、
大

　

学
卒
業
程
度
を
も
っ
て

　

行
う
。

２　

試
験
の
内
容
は
、
教

　

養
試
験
・
専
門
試
験
・

　

論
文
試
験
・
人
物
試
験
・

　

資
格
調
査
・
そ
の
他
勤

　

務
遂
行
能
力
を
客
観
的

　

に
判
断
で
き
る
方
法
と

　

す
る
。
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電
気

化
学

農
学

林
学

畜
産

水
産

管
理
栄
養
士

生
活
改
良
普
及
員

保
健
師

獣
医
師

　

主
と
し
て
、
電
気
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
化
学
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
農
業
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
林
学
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
畜
産
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
水
産
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
管
理
栄
養
士
の
業
務

に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

　

主
と
し
て
、
生
活
改
良
普
及
員
の

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
保
健
師
の
業
務
に
従

事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

　

主
と
し
て
、
獣
医
師
の
業
務
に
従

事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

職
員
採
用
試

験
（
短
期
大

学
卒
業
程
度
）

職
員
採
用
試

験
（
高
等
学

校
卒
業
程
度
）

薬
剤
師

学
校
事
務

司
書

学
校
図
書
館
事
務

栄
養
士

学
校
栄
養
職
員

一
般
事
務

警
察
事
務

学
校
事
務

土
木

一
般
土
木

農
業
土
木

　

主
と
し
て
、
薬
剤
師
の
業
務
に
従

事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

　

主
と
し
て
、
公
立
学
校
に
お
い
て

事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
県
立
図
書
館
に
お
い

て
司
書
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を

職
務
と
す
る
職

　

主
と
し
て
、
公
立
学
校
図
書
館
に

お
い
て
司
書
的
業
務
に
従
事
す
る
こ

と
を
職
務
と
す
る
職

　

主
と
し
て
、
栄
養
士
の
業
務
に
従

事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

　

公
立
学
校
に
お
い
て
栄
養
士
の
業

務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る

職
　

一
般
事
務
以
外
の
職
種
の
対
象
と

な
ら
な
い
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を

職
務
と
す
る
職

　

主
と
し
て
、
警
察
本
部
又
は
警
察

署
に
お
い
て
事
務
に
従
事
す
る
こ
と

を
職
務
と
す
る
職

　

主
と
し
て
、
公
立
学
校
に
お
い
て

事
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
土
木
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
農
業
土
木
に
関
す
る

知
識
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要

と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職

務
と
す
る
職

１　

試
験
の
程
度
は
、
短

　

期
大
学
卒
業
程
度
を
も

　

っ
て
行
う
。

２　

試
験
の
内
容
は
、
教

　

養
試
験
・
専
門
試
験
・

　

論
文
試
験
・
人
物
試
験
・

　

資
格
調
査
と
す
る
。

１　

試
験
の
程
度
は
、
高

　

等
学
校
卒
業
程
度
を
も

　

っ
て
行
う
。

２　

試
験
の
内
容
は
、
教

　

養
試
験
・
適
性
試
験
又

　

は
専
門
試
験
・
作
文
試

　

験
・
人
物
試
験
・
資
格

　

調
査
と
す
る
。
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建
築

機
械

電
気

化
学

農
業

林
業

畜
産

水
産

　

主
と
し
て
、
建
築
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
機
械
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
電
気
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
化
学
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
農
業
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
林
業
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
畜
産
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

　

主
と
し
て
、
水
産
に
関
す
る
知
識
、

技
術
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

る
職

警
察
官
採
用

試
験

注　

こ
の
表
の
試
験
の
程
度
及
び
内
容
等
の
欄
中
の
用
語
の
定
義
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

　

る
。

　

一　

「
教
養
試
験
」
と
は
、
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
の
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験

　
　

を
い
う
。

　

二　

「
専
門
試
験
」
と
は
、
各
職
種
に
応
じ
た
専
門
的
知
識
、
技
術
等
の
能
力
を
実
証
す
る
に

　
　

必
要
な
択
一
式
又
は
記
述
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
い
う
。

　

三　

「
適
性
試
験
」
と
は
、
書
記
的
能
力
を
実
証
す
る
に
必
要
な
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を

　
　

い
う
。

　

四　

「
論
文
試
験
」
と
は
、
与
え
ら
れ
た
課
題
に
つ
い
て
の
文
章
に
よ
る
表
現
力
、
批
判
力
、

　
　
　

構
成
力
等
の
能
力
を
実
証
す
る
に
必
要
な
記
述
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
い
う
。

警
察
官
Ａ

警
察
官
Ｂ

　

警
察
官
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

を
職
務
と
す
る
職

１　

試
験
の
程
度
は
、
大

　

学
卒
業
程
度
を
も
っ
て

　

行
う
。

２　

試
験
の
区
分
は
、
男

　

性
・
女
性
・
武
道
指
導

　

と
す
る
。

３　

試
験
の
内
容
は
、
教

　

養
試
験
・
論
文
試
験
・

　

人
物
試
験
・
実
技
試
験

　

（
武
道
指
導
の
み
）・

　

身
体
検
査
・
体
力
試
験
・

　

資
格
調
査
と
す
る
。

１　

試
験
の
程
度
は
、
高

　

等
学
校
卒
業
程
度
を
も

　

っ
て
行
う
。

２　

試
験
の
区
分
は
、
男

　

性
・
女
性
・
武
道
指
導

　

と
す
る
。

３　

試
験
の
内
容
は
、
教

　

養
試
験
・
作
文
試
験
・

　

人
物
試
験
・
実
技
試
験

　

（
武
道
指
導
の
み
）・

　

身
体
検
査
・
体
力
試
験
・

　

資
格
調
査
と
す
る
。



　

別
表
第
二
中
、
「
心
理
判
定
員
」
、
「
獣
医
師
」
及
び
「
薬
剤
師
」
を
削
り
、
「
看
護
婦
及
び
看
護
士
」

を
「
看
護
師
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

　

熊
本
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
熊
本
県
条
例
第
四
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
熊
本
県
指
定
重
要
文
化
財
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

熊
本
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

　

熊
本
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
熊
本
県
条
例
第
四
十
八
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
文
化
財
を
熊
本
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
し
、
同
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
熊
本

県
指
定
無
形
文
化
財
の
保
持
者
を
認
定
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

熊
本
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

熊
本
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
年
熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
連
携
型
高
等
学
校
の
教
育
課
程
）

第
十
一
条
の
二　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
高
等
学
校
（
以
下
「
連
携
型
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お

　

い
て
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
五
十
七
条
の
四
の
規
定

　

に
よ
り
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
中
学
校
（
以
下
「
連
携
型
中
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
教
育
と

　

の
一
貫
性
に
配
慮
し
た
教
育
を
施
す
た
め
、
連
携
型
中
学
校
の
設
置
者
と
の
協
議
に
基
づ
き
定
め
る
と

　

こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

連
携
型
高
等
学
校
は
、
連
携
型
中
学
校
と
連
携
し
、
そ
の
教
育
課
程
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
民
文
化
祭
推
進
委
員
会
公
告
第
一
号

　

熊
本
県
民
文
化
祭
推
進
委
員
会
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
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五　

「
作
文
試
験
」
と
は
、
与
え
ら
れ
た
課
題
に
つ
い
て
の
文
章
に
よ
る
表
現
力
、
理
解
力
等

　
　

の
能
力
を
実
証
す
る
に
必
要
な
記
述
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
い
う
。

　

六　

「
人
物
試
験
」
と
は
、
人
柄
、
性
向
等
に
つ
い
て
の
個
別
面
接
、
集
団
面
接
又
は
集
団
討

　
　

論
に
よ
る
口
述
試
験
を
い
う
。

　

七　

「
身
体
検
査
」
と
は
、
身
長
、
体
重
、
胸
囲
（
女
性
を
除
く
。
）
、
視
力
、
色
覚
、
聴
力
、

　
　

胸
部
疾
患
の
有
無
等
に
つ
い
て
の
身
体
の
実
地
検
査
を
い
う
。

　

八　

「
体
力
試
験
」
と
は
、
千
メ
ー
ト
ル
走
、
腕
立
て
伏
せ
、
反
復
横
と
び
、
上
体
起
こ
し
等

　
　

の
体
力
に
つ
い
て
の
実
地
試
験
を
い
う
。

　

九　

「
資
格
調
査
」
と
は
、
受
験
申
込
書
記
載
事
項
の
真
否
等
に
つ
い
て
の
調
査
を
い
う
。

種　
　

別

重
要
文
化
財

（
彫
刻
）

文
化
財
の
名
称

西
巌
殿
寺
本
堂
の
仏
像

員
数

七
躯

所　
　

在　
　

地

熊
本
県
阿
蘇
郡
阿
蘇
町

黒
川
一
一
二
八
番
地

所　
　

有　
　

者

宗
教
法
人　

西
巌
殿
寺

種　
　
　

別

重
要
無
形
文
化
財

（
工
芸
技
術
）

重
要
無
形
文
化
財

（
工
芸
技
術
）

文
化
財
の
名
称

三
弦
の
駒
と
撥
制
作
技
術

肥
後
三
郎
弓
制
作
技
術

保　
　

持　
　

者

石
井　

方
二

（
本
名　

石
井
政
次
）

松
永　

重
昌

（
本
名　

松
永
昌
士
）

住　
　
　
　

所

熊
本
県
宇
土
市
本
町
三
丁

目
五
十
八
号

熊
本
県
葦
北
郡
芦
北
町
白

石
七
十
八
番
地

連

携

型

高

等

学

校

名

熊
本
県
立
小
国
高
等
学
校

熊
本
県
立
天
草
高
等
学
校
天
草
西
校

連

携

型

中

学

校

名

小
国
町
立
小
国
中
学
校

南
小
国
町
立
南
小
国
中
学
校

天
草
町
立
天
草
中
学
校



　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日
（
月
）

　
　

午
後
三
時
か
ら

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
市
城
東
町
四
番
二
号

　
　

熊
本
ホ
テ
ル
キ
ャ
ッ
ス
ル　

地
下
一
階
「
山
茶
花
」

三　

議
題

　

１　

第
十
四
回
熊
本
県
民
文
化
祭
荒
玉
地
域
の
事
業
実
施
結
果
に
つ
い
て

　

２　

第
十
五
回
熊
本
県
民
文
化
祭
上
益
城
の
事
業
計
画
概
要
案
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
委
員
会
の
会

　
　

長
の
許
可
を
得
た
う
え
で
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
民
文
化
祭
推
進
委
員
会
事
務
局
（
熊
本
県
企
画
開
発
部
文
化
企
画
課
事
業
推
進
班
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
三
五
四
七
）
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熊
本
市
国
府
四
丁
目
一
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一
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平
成
十
四
年　
二　
月
二
十
七
日
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印
刷
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株
式
会
社　
　
　

秀　
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社

平
成
十
四
年　
二　
月
二
十
七
日
発
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電
話
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〇
九
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二
八
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二
二
二
一
番
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